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我
が
国
の
調
査
捕
鯨
活
動
に
対
す
る
妨
害
行
為
並
び
に
各
国
政
府
の
認
識
等
へ
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問

主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
三
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

本
年
一
月
十
五
日
と
三
月
三
日
に
、
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
に
よ
り
国
際
捕
鯨
委
員
会
（
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
加
盟
国
に
認
め
ら
れ
て

い
る
権
利
に
基
づ
い
て
我
が
国
が
南
極
海
や
北
西
太
平
洋
で
行
っ
て
い
る
調
査
捕
鯨
活
動
（
以
下
、
「
調
査
捕
鯨
」
と
い

う
。
）
に
反
対
し
て
、
米
環
境
保
護
団
体
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
に
所
属
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
籍
の
男
性
活
動
家
他
一
名

が
南
極
海
で
「
調
査
捕
鯨
」
を
行
っ
て
い
た
第
二
勇
新
丸
と
日
新
丸
に
許
可
な
く
乗
り
込
み
、
「
調
査
捕
鯨
」
の
停
止
を
訴

え
、
デ
ッ
キ
に
薬
品
を
ま
く
、
薬
品
の
入
っ
た
瓶
を
投
げ
込
む
な
ど
の
危
険
行
為
を
行
っ
た
事
件
（
以
下
、
第
二
勇
新
丸
へ

の
も
の
に
つ
い
て
は
「
事
件
一
」
、
日
新
丸
へ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
事
件
二
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
。
「
政
府
答
弁

書
」
で
政
府
は
、
「
事
件
一
」
と
「
事
件
二
」
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
所
要
の
捜
査
を
進
め
て
い
る
と
答
弁
し
て
い
る
が
、

「
事
件
一
」
及
び
「
事
件
二
」
に
つ
い
て
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
対
し
て
、
同
国
政
府
と
し
て

も
所
要
の
捜
査
を
行
う
様
、
要
請
を
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

二

本
年
三
月
十
六
日
付
の
新
聞
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
観
光
相

一



が
「
豪
政
府
と
し
て
起
訴
も
辞
さ
な
い
姿
勢
で
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
た
か
を
調
査
し
て
い
る
」
と
、
前
日
の
十
五

日
に
千
葉
市
で
開
催
中
の
第
四
回
気
候
変
動
閣
僚
対
話
に
出
席
し
た
際
、
鴨
下
一
郎
環
境
相
に
対
し
て
述
べ
た
と
報
じ
ら
れ

て
い
る
が
、
右
の
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
大
臣
の
発
言
（
以
下
、
「
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
発
言
」
と
い
う
。
）
内
容
を
政
府
、
特
に
外
務

省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

「
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
発
言
」
は
、
「
事
件
一
」
と
「
事
件
二
」
両
方
に
対
し
て
、
豪
政
府
と
し
て
起
訴
も
辞
さ
な
い
姿
勢
で

調
査
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。

四

「
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
発
言
」
を
受
け
て
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
、
「
事
件
一
」
と
「
事
件
二
」
に
係
る
所
要
の
調
査
を
、

豪
政
府
と
協
調
し
て
進
め
る
考
え
は
あ
る
か
。

五

本
年
三
月
十
四
日
付
の
新
聞
で
は
、
「
調
査
捕
鯨
」
を
「
野
蛮
な
行
為
」
で
あ
る
と
非
難
し
、
豪
政
府
の
中
で
も
と
り
わ

け
反
「
調
査
捕
鯨
」
の
考
え
を
強
く
示
し
て
い
る
ギ
ャ
レ
ッ
ト
環
境
相
が
、
同
月
十
二
日
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
首
都
キ
ャ

ン
ベ
ラ
で
野
生
の
カ
ン
ガ
ル
ー
約
四
百
頭
を
駆
除
す
る
計
画
（
以
下
、
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
承
認
し
た
と
報
じ
て
い

る
。
ま
た
、
同
じ
く
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
計
画
」
は
過
剰
繁
殖
し
た
カ
ン
ガ
ル
ー
が
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
出
て
き
た
た
め
実
施
さ
れ
、
カ
ン
ガ
ル
ー
は
薬
物
注
射
で
安
楽
死
さ
せ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
計
画
」
に
対
す
る
政

二



府
の
評
価
如
何
。
「
計
画
」
は
野
蛮
な
行
為
で
あ
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。

六

五
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
計
画
」
に
関
連
し
て
鯨
と
カ
ン
ガ
ル
ー
の
違
い
を
問
わ
れ
た
ギ
ャ
レ
ッ
ト
環
境
相
は
、

「
バ
ラ
ン
ス
が
取
ら
れ
、
科
学
的
に
実
行
さ
れ
る
計
画
は
良
い
政
策
だ
」
と
い
う
旨
の
発
言
（
以
下
、
「
ギ
ャ
レ
ッ
ト
発

言
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
ギ
ャ
レ
ッ
ト
発
言
」
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

七

「
調
査
捕
鯨
」
の
目
的
は
、
数
が
増
え
た
鯨
が
環
境
、
生
態
系
に
与
え
る
影
響
等
を
調
査
す
る
等
、
ま
さ
に
「
ギ
ャ
レ
ッ

ト
発
言
」
に
あ
る
様
な
科
学
的
知
見
に
立
っ
て
実
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
も
同
様
の
認
識
を
有
し
て
い

る
か
。

八

政
府
は
「
ギ
ャ
レ
ッ
ト
発
言
」
を
引
用
し
て
、
豪
政
府
に
対
し
て
「
調
査
捕
鯨
」
の
有
用
性
、
意
義
を
改
め
て
説
明
し
、

理
解
を
得
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


